
制度について 

経済的な理由でお困りの保護者の方に学用品費や給食費等の援助を行っています。 

詳細はホームページにてご確認ください。 

＜松戸市教育委員会ホームページ＞ 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kyouiku/soudan_tetsuzuki/shugakuenjyo/shugakuenjyo.html 

認定基準の目安 

※上記基準額は参考です。基準額は世帯状況によって変わりますが、事前にお問い合わせいただいても

基準額の計算はできません。 

申請について 

申込用紙を学校へ提出し、引換えに申請書を受け取り、教育委員会へ郵送か窓口へ 

ご申請ください。 

審査には２～３か月ほどかかります。 

申請書提出先  

〒271-8588 松戸市根本３５６番地 京葉ガスビル４階

松戸市教育委員会 学校教育部 学校財務課 

TEL：047-366-7460 

申請書提出期限 

令和６年４月３０日（火曜） 

問い合わせ先 

就学援助制度、審査について…教育委員会 学校財務課（℡３６６－７４６０） 
給食費について…教育委員会 学校財務課 学校給食担当室（℡３６６－７４６３） 
医療費について…教育委員会 学務課 学校保健担当室（℡３６６－７４５９） 

世帯 家族構成の一例  (  ) 内は年齢 合計所得（持家） 合計所得（借家） 

２人 母（40）・小学生（7） 約１６９万円以下 約２４７万円以下 

３人 父(40)・母(35)・小学生(7) 約２２６万円以下 約３０５万円以下 

４人 父(40)・母(35)・小学生(11)・幼児(4) 約２５４万円以下 約３３３万円以下 

就学援助制度のお知らせ 

＜就学援助制度について＞ 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kyouiku/soudan_tetsuzuki/shugakuenjyo/shugakuenjyo.html



